
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二

○
福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

○
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

五

規

則

福
島
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
及
び
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
七
十
三
号

福
島
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
五
号
の
二
中
「
第
一
条
第
五
項
」
を
「
第
一
条
の
十
四
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
の
四
中
「
第

三
条
の
二
」
を
「
第
三
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
十
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
法
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
に

規
定
す
る
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
開
設
者
死
亡
（
失
そ
う
）
届
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
病
院
・
診
療

所
・
助
産
所
開
設
者
死
亡
（
失
踪
）
届
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
を
削
り
、
同
条
第
十
五
号
中
「
様

式
第
十
五
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中

「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号

の
二
中
「
第
九
条
の
二
」
を
「
第
九
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
様
式
第
十
三
号
の
二
」
を
「
様
式
第
十

四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
二
十
七
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定

に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
九
号
中
「
第
三
十
一
条
の
二
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
」
に
改
め
、

同
条
第
三
十
号
中
「
第
三
十
一
条
の
三
」
を
「
第
三
十
一
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
一
号
中

「
第
三
十
一
条
の
四
」
を
「
第
三
十
一
条
の
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
四
号
を
削
り
、
同
条
第
三
十

五
号
中
「
様
式
第
三
十
五
号
」
を
「
様
式
第
三
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
四
号
と
し
、

同
条
第
三
十
六
号
中
「
様
式
第
三
十
六
号
」
を
「
様
式
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十

五
号
と
し
、
同
条
第
三
十
七
号
中
「
第
五
条
の
七
」
を
「
第
五
条
の
十
二
」
に
、
「
様
式
第
三
十
七

号
」
を
「
様
式
第
三
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
六
号
と
し
、
同
条
第
三
十
八
号
中
「
第

五
条
の
八
」
を
「
第
五
条
の
十
三
」
に
、
「
様
式
第
三
十
八
号
」
を
「
様
式
第
三
十
七
号
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
三
十
七
号
と
し
、
同
条
第
三
十
九
号
中
「
第
五
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第

八
項
」
に
、
「
様
式
第
三
十
九
号
」
を
「
様
式
第
三
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
八
号
と

し
、
同
条
第
四
十
号
中
「
法
第
五
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
良
質
な
利
用
を
提
供
す
る
体
制

の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
の
法
第
五
十
六
条
第
二
項

又
は
第
三
項
」
に
、
「
様
式
第
四
十
号
」
を
「
様
式
第
三
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
九

号
と
し
、
同
条
第
四
十
一
号
中
「
様
式
第
四
十
一
号
」
を
「
様
式
第
四
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
四
十
号
と
し
、
同
条
第
四
十
二
号
中
「
様
式
第
四
十
二
号
」
を
「
様
式
第
四
十
一
号
」
と
し
、
同
号

を
同
条
第
四
十
一
号
と
し
、
同
条
第
四
十
三
号
中
「
様
式
第
四
十
三
号
」
を
「
様
式
第
四
十
二
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
十
二
号
と
し
、
同
条
第
四
十
四
号
を
削
る
。

第
三
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
条
第
十
七
号
」
を
「
第
十
一
条
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同

条
第
五
号
中
「
前
条
第
十
三
号
の
二
」
を
「
前
条
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
三
十
五

号
、
第
三
十
六
号
及
び
第
四
十
号
」
を
「
第
三
十
四
号
、
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
九
号
」
に
改
め
、

同
条
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

前
条
第
三
十
三
号
、
第
三
十
八
号
、
第
四
十
一
号
及
び
第
四
十
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受

理
及
び
知
事
へ
の
送
付

第
三
条
第
八
号
中
「
前
条
第
四
十
一
号
」
を
「
前
条
第
四
十
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「死

亡

（失
そ
う

）者

」
を
「死

亡

（失
踪

）者

」
に
、
「病

院
・
診
療
所
・
助

産
所
開
設
者
死
亡

（失
そ
う

）届

」
を
「病

院
・
診
療
所
・
助
産
所
開
設
者
死
亡

（失
踪

）届

」
に
、

「失
そ
う
宣
告

」
を
「失

踪
宣
告

」
に
、
「死

亡

（失
そ
う

）年
月
日

」
を
「死

亡

（失
踪

）年
月

日
」
に
、
「死

亡

（失
そ
う

）を

」
を
「死

亡

（失
踪

）を

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「失

そ
う

」

を
「失

踪
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
号
を
削
り
、
様
式
第
十
五
号
を
様
式
第
十
六
号
と
し
、
様
式
第
十
四
号
を
様
式
第
十
五

号
と
し
、
様
式
第
十
三
号
の
二
中
「第

12条の
２

」
を
「第

12条の
２
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を

様
式
第
十
四
号
と
す
る
。「⑸

不
動
産
そ
の
他
の
重
要
な
財
産
の
権
利
の
所
属
に
つ
い
て
の
登
記
所
、

───────────────────────────────────────────────────────────
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証
明
書
類

様
式
第
二
十
八
号
中

⑹
病
院
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、

法
人
の
資
産
が
医
療
法
施
行
規
則
第

30条の

34第１
項
に
規
定
す
る
要
件

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

銀
行
等
の

「⑸
不
動
産
そ
の
他
の
重
要
な
財
産
の
権
利
の
所
属
に
つ
い
て
の
登
記
所

銀
行
等

、
当
該
医
療

を

証
明
書
類

に
適
合
し

」

の

に
、
「⑺

」
を
「⑹

」
に
、
「⑻

」
を
「⑺

」
に
、
「⑼

」
を
「⑻

」
に
、
「⑽

」
を
「⑼

」
に
、

」
「⑾

」
を
「⑽

」
に
、
「⑿

」
を
「⑾
」
に
、
「⒀

」
を
「⑿

」
に
改
め
る
。

「
・

病
院
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、

療
法
人
の
資
産
が
医
療
法
施
行
規
則
第

30条の

34第１
項
に
規
定
す
る
要

合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

様
式
第
三
十
二
号
中

・
当
該
医
療
法
人
の
開
設
し
よ
う
と
す
る
病
院

医
療
法
第

39条第
１
項

、
す
る
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
診
療
科
目

従
業
者
の
定
員
並

、
地
及
び
建
物
の
構
造
設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

当
該
医

件
に
適

「・
当
該
医
療
法
人
の
開
設
し
よ
う
と
す
る
病
院

医
療
法
第

39条第
１
項
に
規
定

、

を

す
る
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
診
療
科
目

従
業
者
の
定
員
並
び
に
敷

、
に
規
定

地
及
び
建
物
の
構
造
設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

」

び
に
敷

」

に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
四
号
を
削
り
、
様
式
第
三
十
五
号
を
様
式
第
三
十
四
号
と
す
る
。

「⑺
合
併
前
の
各
医
療
法
人
の
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

⑻
病
院
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
医
療
法
人
に
あ
っ
て
は
、

様
式
第
三
十
六
号
中

資
産
が
医
療
法
施
行
規
則
第

30条の

34第１
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合

証
す
る
書
類

当
該
医
療
法
人
の

を
「⑺

合
併
前
の
各
医
療
法
人
の
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

」
に
、
「⑼

」

し
て
い
る
こ
と
を

」

を
「⑻

」
に
、
「⑽

」
を
「⑼

」
に
、
「
(11)」
を
「⑽

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
十
五
号
と
し
、

様
式
第
三
十
七
号
か
ら
様
式
第
四
十
三
号
ま
で
を
一
様
式
ず
つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
四
十
四
号
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
医
療
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と

い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
医
療

法
施
行
細
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
等
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
四
号

福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
、
薬
剤
師
名
簿
登
録
消
除
申

請
書
」
を
「
薬
剤
師
名
簿
登
録
消
除
申
請
書
」
に
、
「
、
薬
剤
師
名
簿
登
録
消
除
申
請
書
」
を
「
薬
剤

師
名
簿
登
録
消
除
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
三
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
薬

務

課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
五
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

支
援
対
象
避
難
者

条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
支
援
対
象
避
難
者
で
あ
っ
て
条

例
別
表
第
三
に
規
定
す
る
対
象
地
域
の
市
町
村
長
が
そ
の
居
住
の
事
実
を
認
め
た
も
の

別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
六
人
町
団
地
の
項
及
び
福
島
県
営
上
湯
長
谷
団
地
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
住
宅
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
五
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
２
の
表
人
事
総
室
の
部
人
事
課
の
項
中
６
を
７
と
し
、
５
を
６
と
し
、
４
を
５
と
し
、

３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充

実
強
化
に
関
す
る
法
律

（平
成

25年法
律
第

110号

）の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

第

10条第
１
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

○

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
訓
令
第
十
六
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
消
防
団
員
と
の
兼
職
）

第
二
十
条
の
二

職
員
は
、
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
兼

職
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
る
場
合
は
、
兼
職
請
求
書
（
第
十
五
号
様
式
の
二
）
を
所
属
長
を

経
由
し
て
人
事
総
室
人
事
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
中
「
前
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第 １ ５ 号 様 式 の ２ （ 第 20条 の ２ 関 係 ）

兼 職 請 求 書

年 月 日

福 島 県 知 事 様

所 属
職 氏 名 （ 記 名 押 印 又 は 署 名 ）

１ 兼 職 し よ う
と す る 消 防 団 消 防 団 名

自
兼 職 期 間

至

２ 非 常 勤 の 消 防 団 員 と 兼 職
年 月 日

す る こ と が 職 務 遂 行 に 与 え
る 影 響 そ の 他 に つ い て の 所

所 属 長 氏名（記名押印又は署名）
属 長 の 意 見

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る こ と 。



平成26年10月３日 金曜日 福 島 県 報 号外第43号 4

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
表
富
岡
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ふ
た
ば
未
来
学
園
高
等
学
校

双
葉
郡
浪
江
町
立
浪
江
中
学
校

双
葉
郡
浪
江
町
立
浪
江
東
中
学
校

双
葉
郡
浪
江
町
立
津
島
中
学
校

双
葉
郡

尾
村
立

尾
中
学
校

双
葉
郡
双
葉
町
立
双
葉
中
学
校

双
葉
郡
大
熊
町
立
大
熊
中
学
校

双
葉
郡
富
岡
町
立
富
岡
第
一
中
学
校

双
葉
郡
富
岡
町
立
富
岡
第
二
中
学
校

双
葉
郡
川
内
村
立
川
内
中
学
校

双
葉
郡

葉
町
立

葉
中
学
校

双
葉
郡
広
野
町
立
広
野
中
学
校

第
三
十
七
条
の
二
中
「
前
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
の
三
と
し
、
第
三
十

七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
消
防
団
員
と
の
兼
職
の
請
求
）

第
三
十
七
条
の
二

校
長
及
び
職
員
は
、
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消

防
団
員
と
兼
職
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
る
場
合
は
、
兼
職
請
求
書
（
第
二
十
号
様
式
の
二
）

に
よ
り
、
職
員
に
あ
つ
て
は
校
長
を
経
由
し
て
、
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第 ２ ０ 号 様 式 の ２ （ 第 37条 の ２ 関 係 ）

兼 職 請 求 書

年 月 日

福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 様

学 校 名
職 氏 名 （ 記 名 押 印 又 は 署 名 ）

１ 兼 職 し よ う
と す る 消 防 団 消 防 団 名

自
兼 職 期 間

至

２ 非 常 勤 の 消 防 団 員 と 兼 職
年 月 日

す る こ と が 職 務 遂 行 に 与 え
る 影 響 そ の 他 に つ い て の 校

校 長 氏 名 印
長 の 意 見

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る こ と 。
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第
二
十
一
号
様
式
中
「第

37条
の
２
関
係

」
を
「第

37条の
３
関
係

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
七
条
の
二
の
改
正
規

定
、
同
条
を
第
三
十
七
条
の
三
と
し
、
第
三
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
十
号

様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
校
教
育
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
（
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
消
防
団
員
と
の
兼
職
）

第
十
八
条
の
二

職
員
は
、
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
兼

職
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
る
場
合
は
、
兼
職
請
求
書
（
様
式
第
二
十
号
の
二
）
を
所
属
長
を

経
由
し
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第 ２ ０ 号 様 式 の ２ （ 第 18条 の ２ 関 係 ）

兼 職 請 求 書

年 月 日

福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 様

所 属
職 氏 名 （ 記 名 押 印 又 は 署 名 ）

１ 兼 職 し よ う
と す る 消 防 団 消 防 団 名

自
兼 職 期 間

至

２ 非 常 勤 の 消 防 団 員 と 兼 職
年 月 日

す る こ と が 職 務 遂 行 に 与 え
る 影 響 そ の 他 に つ い て の 所

所 属 長 氏 名 （ 記 名 押 印 又 は 署 名 ）
属 長 の 意 見

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る こ と 。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）


